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はじめに

東ティモールは、国際連合（国連）の下での約２

年半の準備期間を経て2002年５月20日に独立を達成

して「東ティモール民主共和国」となり、同年９月

27日に国連の191番目の加盟国となった。

同国は、ジャワ島とニューギニア島のほぼ中間で

オーストラリアの約500キロメートル北方に位置す

るティモール島の東半分を占め、面積は日本の四国

のほぼ半分で、人口は約80万人の小国である。東

ティモールが世界史に登場するのは、16世紀前半に

ポルトガルが来航し植民地支配をするようになって

からであり、第二次大戦中の３年半日本軍に占領さ

れた時期もあったが、戦後も引き続きポルトガルの

支配下におかれた。1974年にポルトガルの新政権が

植民地の放棄を表明すると、東ティモールでは独立

運動から内戦となった。この混乱に乗じて隣国イン

ドネシアが1975年12月軍事侵攻し、翌76年に東ティ

モールの統合を宣言した1）。

なお、ティモール島の西半分はオイクシ（Oecusse）

を除いて18世紀にオランダ領とされたが、1945年に

他のオランダ領東インドとともに、インドネシアと

して独立した。オイクシは東ティモール領であり、

飛地となっている（巻末の地図を参照）。

このように東ティモールはポルトガルにほぼ400

年間支配された後、1976年以降は事実上インドネシ

アの支配下におかれていた。1999年１月になってイ

ンドネシアのハビビ大統領が、東ティモール住民に

残留か独立かを問う投票の実施を発表した後、現地

ではインドネシアへの残留を望む統合派民兵が独立

派住民を脅迫したり、暴行する事件が頻発した。東

ティモール問題とは、主に独立に向かう過程でこれ

ら統合派民兵が、破壊と住民への襲撃など暴力行為

を行った結果、ほとんどの建造物が破壊され、25～

28万人以上が難民となって西ティモールへ流出した

ことである2）。

本稿では、東ティモール問題にどのように国連が

取り組んだかを検討し、この問題と国連の取組みに

ついて国連憲章上いかなる問題があるかを考察し、

また、紛争解決という観点から国連の取組みの評価

を試みたい。国連は、住民による直接投票を実施す

るため、国連東ティモール派遣団（UNAMET, United

NationsMission in East Timor）を設置し、悪化した治

安を回復するため多国籍軍（INTERFET, International

Forces in East Timor）を派遣し、さらに独立へ向けて

国造りを支援する PKO（国連東ティモール暫定統治

機構 UNTAET, UnitedNations Transitional Administra-

tion in East Timor）を、そして独立後は、新国家の建

設を支援する PKO（国連東ティモール支援団

UNMISET, United Nations Mission of Support in East

Timor）を実施している。ここでは、前二者のUNAMET

と INTERFETによる活動に焦点をあてることとし、

PKOについては別の機会に論じたい。それでは、国

連による取組みを検討する前に、まず東ティモール

問題の経緯を紹介し、東ティモールの法的地位につ

いて分析する。
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第１節 東ティモールの法的地位

第二次大戦後も東ティモールを支配し続けたポル

トガルは1955年、国連に加盟した。国連の下でのい

わゆる植民地は、信託統治地域と非自治地域であり、

これら地域に対し施政国が国連の権威の下で統治を

行う。東ティモールについては、1960年12月15日

の国連総会決議1542においてポルトガルを施政国と

する非自治地域とされた3）。

その後1974年４月25日にポルトガルでクーデタが

発生し、新政府はそれまでの植民地政策を変更した。

７月24日の憲法修正法により海外領土の住民の自決

権を承認し、それに伴う独立を認めるとしたが、こ

れはギニア・ビサウやモザンビークなどアフリカ地

域を対象としたもので、東ティモールの独立は全く

非現実的であると考えられていた。しかし翌75年７

月17日の憲法修正法では、東ティモールにおいて直

接選挙により選出された「住民議会」が独立か否か

を決定し、ポルトガルの主権は1978年10月の第３日

曜日をもって停止するとした4）。

こうしたポルトガルの政策変更に応じて東ティ

モールでは政党が結成され、独立をめぐる政党間の

対立から内戦に発展していく。主要な政党は、ポル

トガルの下での自治から漸進的な独立を目指すUDT

（ティモール民主同盟）、完全な独立を標榜する

FRETILIN（東ティモール独立革命戦線）、並びに、

インドネシアとの統合を掲げるAPODETI（ティモー

ル人民民主協会）の３つである5）。

非植民地化に向けて交渉が進むなかで８月11日に

UDTが蜂起、これに対抗して20日 FRETILINが反撃

を開始して内戦へ突入した。こうした状況のなか23

日ポルトガル政府は国連事務総長に対し、内戦の沈

静化のために国際軍による即時介入と人道的救援活

動を再開求める書簡を送付する6）。一方、現地では、

事態の収拾は不可能であると見たポルトガル政庁は

26日、ディリの対岸約30kmに浮かぶアタウロ島に

避難した。９月はじめに FRETILINの勝利が明白と

なり、９月以降 FRETILINが東ティモール全土を掌

握したが、ポルトガル政庁はアタウロ島から復帰し

なかったため、自ら行政に乗り出した。FRETILIN

による支配が既成事実化することを阻止するためイ

ンドネシアは、９月半ばから国軍を東ティモールに

侵入させ、10月にはその活動を本格化させて、イン

ドネシア国軍は西ティモールに近いバリボを攻略、

さらにアタバエにも激しい爆撃を行い、11月28日に

陥落させた。

一方、同日の75年11月28日に、FRETILINは「東

ティモール民主共和国」の樹立を宣言している。こ

れはインドネシア軍の全面的な侵攻が確実視される

なか、独立宣言で世界の関心を集めて、侵攻を食い

止めたいと考えたからであった。しかし宣言は、イ

ンドネシアだけでなくポルトガルからも承認されな

かった。ポルトガルは現時点での独立は非現実的で

あり、真の独立達成のためには国連の関与が必要で

あると主張した7）。

他方で、UDTと APODETIはインドネシアとの統

合を宣言、これに応えて12月４日、インドネシアは

インドネシア領ティモールの安全を守るために必要

な措置をとることを決定したと国連事務総長に伝え

る8）とともに７日、インドネシアは陸・海・空軍あ

げての東ティモール全面侵攻に踏み切った。１万人

規模のインドネシア軍の侵攻により FRETILIN軍は

敗退し、18日に暫定政府が UDTと APODETIを中心

に樹立された。同政府が国際的に承認されなかった

ため、インドネシアは住民代表者会議を設置し、同

会議がインドネシアへの統合を要請する決議を採択

（76年５月31日）、その統合請願をスハルト・インド

ネシア大統領に提出（６月７日）、これを受けて７

月17日インドネシア議会が併合法案を可決させて東

ティモールは、27番目の州としてインドネシアに組

み込まれた9）。

一方ポルトガルは、東ティモールに大規模な軍事

侵攻を行ったインドネシアと75年12月７日、国交を

断絶するとともに、国連安保理に侵略停止を求めて

提訴した。

このとき、国連本部では、第30回総会が開かれて

おり、植民地問題を扱う第４委員会がちょうど東

ティモール問題を討議していた。第４委員会は12月

７日、アリジェリアなどが提案したインドネシアを



─ ─103

東ティモール問題と国連

非難する決議案を賛成69、反対11、棄権43で採択し

た。続いて12日、総会は同趣旨の決議案を賛成72、

反対10、棄権43で採択した（決議3485）。その主要

な内容は、①東ティモール人の自決と独立の権利の

尊重、②ポルトガルと東ティモール諸政党の対話、③

インドネシア軍の遅滞なき撤退、④東ティモール人

の自決権と領土保全のため安保理に緊急行動を求め

る、というものであった。

この決議に反対した10カ国とはベニン、インド、

インドネシア、イラン、日本、マレーシア、フィリ

ピン、サウジアラビア、カタール、タイで、日本は

先進国として唯一反対した。オーストラリアは賛成

し、アメリカと西欧諸国の多くが棄権した。

なお、この決議の主文第４項については、別途決

が採られた。それは、「（総会は）インドネシア国軍

のポルトガル領ティモールへの軍事介入を強く遺憾

とする（strongly deplores）」というインドネシアを直

接に非難する部分であった。「非難する（condemn）」

という強い言葉ではないが、「強く遺憾とする」と

いう文言でさえ、インドネシアの友好国にとっては、

支持することは難しかった。結果は、賛成59、反対

11、棄権55となり、賛成と棄権がかなり近づいた10）。

この総会決議採択の３日後の12月15日安保理は、

東ティモールに関する討議を開始し22日に決議を全

会一致で採択した。この決議384では、インドネシ

アの軍事介入を非難する文章が主文から前文に移さ

れており、先の総会決議と比較するとインドネシア

に対する非難の調子が弱められていた。安保理は

「東ティモールの領土保全と住民の自決権を全ての

加盟国が尊重することを要請」し、「インドネシア

がその全軍隊を遅滞なく同地から撤退させることを

要請」する一方で、現地への特使派遣を事務総長に

求めるという具体的な行動を要請した11）。

この安保理決議384を受け、ワルトハイム国連事

務総長は、東ティモールへの特使としてジュネーブ

国連欧州事務局長、ビトリオ・ウィンスピアー・ギ

チアルディを任命した。ギチアルディ特使はジャカ

ルタでスハルト大統領とマリク外相と会談した後、

1976年１月19日に西ティモールのクパンで東ティ

モール暫定政府の関係者と会い、同日中に東ティ

モールに入り３日間滞在した。結局、同特使は、イ

ンドネシアとオーストラリアに妨害され、FRETILIN

と接触することはできなかった12）。

ギチアルディ特使は76年３月21日、事務総長に報

告書を提出した。これを受けて安保理は４月12日か

ら再び東ティモール問題の審議を開始し、４月22日、

前年の安保理決議とほぼ同様の内容の決議を採択し

た（決議389）。しかし今回、米国と日本はインドネ

シア軍の一部撤退が評価されていないとして棄権し

た。

この決議389において安保理は、事務総長の任命

した特使が全ての当事者との協議を継続して行うよ

う求めていた。しかし、ギチアルディ特使はそれ以

来一度も FRETILINと接触せず、またワルトハイム

事務総長も、この決議の履行にほとんど関心を示さ

なかった13）。

なお総会では、先の1975年12月12日決議に続い

て、インドネシアを非難し、同軍の撤兵と東ティ

モール人の自決権行使を求める決議が81年まで毎年

採択されていた14）。しかしその決議に賛成する国は、

年々減少し、反対にインドネシアを支持して決議反

対に回る国が増える傾向にあった。

82年、国連外交の場における東ティモール問題は、

ますますジリ貧になっていた。75年の総会では72カ

国が決議に賛成していたのが、81年の決議では賛成

は54カ国までに減り、反対は10カ国から42カ国に

まで増えていた。

こうした流れに抗しようと82年ポルトガル政府

は、今までに無く活発な外交を展開し、決議案作成

に参加し、また欧州各国に対して強く決議の支持を

訴えた。

しかし82年の総会決議案は、かなり妥協した内容

につくられた。前年までは、インドネシア軍の撤退

や東ティモール人の自決権行使を求める内容の決議

が採択されていた。しかし81年の投票動向から考え

ると、もはや従来通りの決議案では否決される可能

性が大きく、国連事務総長に当事者との協議を求め

るという内容に限定された決議案が作成された。表

決の結果は賛成50、反対46、棄権50。かろうじて決
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議は採択されたものの、賛成と反対の差がわずか４

票までになっていた15）。

そして82年を最後に国連総会は東ティモールに関

する決議を採択しなくなり、問題は国連事務総長の

仲介による当事者の協議の場に移された。そしてこ

の協議は、決議で「全ての当事者との協議」を行う

としていたにもかかわらず、基本的にポルトガルと

インドネシアの間を事務総長が仲介し、時折、東

ティモール人の意見を聴取するという形をとること

になった16）。

しかし、そのポルトガル・インドネシア間の交渉

も、なかなか進展をみなかった。ポルトガルは東

ティモール人の自決権の行使を要求し、インドネシ

アは東ティモール人の自決権は既に行使されたとい

う立場を固持した。ポルトガルの主張は、ポルトガ

ルを東ティモールの施政国と認め、インドネシア軍

の撤退を求めた国連決議に沿ったものであった。し

かし、インドネシアとの関係悪化を避けたい欧米諸

国や日・豪といった主要国はインドネシアの立場を

支持、あるいはインドネシアに圧力をかけることに

消極的であった。インドネシアが国連決議を無視し

続けた背景には、こうした国際情勢がある17）。

国連の総会と安保理は政治的機関であるが、司法

機関である国際司法裁判所（ICJ）も東ティモールの

法的地位に言及している。いわゆる‘ティモール・

ギャップ’事件、正確には‘東ティモールに関する

事件’の管轄権判決においてである。

オーストラリアとティモール島との間のティモー

ル海の西半分においては、豪はインドネシアとの間

で国境線を画定していたが、東半分については未画

定のままであり、‘ティモール・ギャップ’と呼ば

れていた。このいわゆるティモール・ギャップにお

ける資源開発について豪はインドネシアを交渉相手

とし、1989年には共同開発条約を締結、これを実施

するため91年、国内法を施行した。これに対し、1991

年２月22日、ポルトガルが豪を相手取り両国間の選

択条項受諾宣言に基づき国際司法裁判所（ICJ）へ提

訴した。なお、インドネシアについては受諾宣言を

行っていないため、ポルトガルは豪のみを訴えたの

である18）。

ポルトガルは、東ティモールが同国を施政国とす

る非自治地域であるということを前提に、豪の行動

が、施政国としてのポルトガルの権限を侵害し、ま

た、領土の不法な取得を承認すべきでないという国

際的な義務の履行を怠り、東ティモール人民の自決

権や資源に対する永久主権等を侵害していると主張

した。

一方、豪は、インドネシアによる東ティモールの

軍事的占拠を違法であるとしながら、インドネシア

が事実上統治しているとして1979年12月22日にイ

ンドネシアの東ティモール併合を認めて、インドネ

シアを交渉相手とした。しかしインドネシア統治下

においてもなお東ティモール人民は自決権を有して

おり、インドネシアによる併合の承認と東ティモー

ル人民の自決権の認知は矛盾するものではない、と

いう立場であった19）。

この事件について豪は、①請求の受理可能性と、②

ICJの管轄権を否定する抗弁を行った。①について

は、本件の真の当事者はインドネシアでありまた、

ポルトガルとの間には89年条約をめぐる争いはない

ので、裁判の前提となる紛争が存在しないというも

の。②については、豪の行為の合法性を問うポルト

ガルの請求は、必然的に、第三国であるインドネシ

アの行為の合法性、すなわち東ティモールへの進攻

と占拠ならびに89年条約の締結の合法性の問題につ

き裁判所に決定を求めることになる。裁判所は第三

国であるインドネシアの同意なしには管轄権を行使

しえないというものである20）。

ICJは1995年６月30日の管轄権判決において、次

のように述べている。豪の行動を評価するためには、

インドネシアが89年条約を合法的に締結しえたかど

うかの問題を判断しなければならない。それはすな

わち、インドネシアが東ティモールに進入し残留し

ているという事実に基づき、同国が東ティモールの

ために大陸棚資源に関する条約の締結権を獲得した

か否かを判断することである。裁判所は、インドネ

シアの同意なしに、そのような決定を下すことはで

きない。確かにポルトガルが主張しているように自

決権は対世的（erga omnes）権利であることは否定
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しえないがしかし、規範の対世的性格と管轄権の同

意原則とは別の問題である。義務の性質がどのよう

なものであれ、裁判所は第三国（インドネシア）の

行為の合法性を判断することはできない21）。

こうして ICJは管轄権を行使することはできない

という結論に至り、この事件は本案を審議すること

なく終了している。なお、この判決のなかで裁判所

は、「当事国、すなわちポルトガルとインドネシア

にとって東ティモールは引き続き非自治地域であり、

その住民は自決権を有することに裁判所は留意した

ことを想起する」22）と述べ、東ティモールが非自治

地域に該当し、その人民が自決権を有していること

を確認した。

なおオーストラリアは、ICJの判決は敗訴ではな

いとして、インドネシアとの共同開発を続行した23）。

第２節 直接投票と国連東ティモール派遣団

（UNAMET）

インドネシアによる東ティモールの支配体制は

1970年代末に確立される。他方で一旦は壊滅状況に

あった独立運動が80年には復活し、これ以降、イン

ドネシアに対する抵抗と独立の運動が続けられてい

く。これをインドネシアは国軍を使用して厳しく弾

圧し、その中での虐殺、処刑、拷問などの深刻な人

権侵害が海外に報道されるようになり、1980年代に

は東ティモール問題は人権問題として国際社会の注

目を集めるようになった24）。

国連としては、1982年の総会決議に基づきデクエ

ヤル国連事務総長が83年７月以降、東ティモール問

題に関しポルトガルとインドネシアとの交渉を仲介

してきた。しかし、問題の解決に向けて何ら成果が

生み出されないなか、91年１月のサンタクルス事件

が発生した。この事件を契機に、交渉は92年９月26

日から半年に１度程度のペースで行われるように

なったが結果は同様であった25）。

1991年11月12日に発生したサンタクルス虐殺事

件は、インドネシアによる東ティモール支配が伴う

残虐さを世界に示し、国際社会だけでなくインドネ

シア国内においても関心を集めた。この事件は、10

月28日に独立派の青年がモタエル教会で統合派の武

装集団により殺害されたことに端を発している。こ

の青年を弔うミサが２週間後の11月12日同教会で行

われ、ミサの後、参列者はサンタクルス墓地への行

進を始め、数千人の行進の列は独立要求のデモとな

り、朝７時40分ころ墓地に到着した。墓地で待って

いた約500人と合流した人々は、殺害された青年の

ための儀式のかたわら、墓地を囲む塀に登って横断

幕を広げ、独立を求めてアピールした。そこへ８時

頃トラックで駆けつけたインドネシア軍兵士が、突

如として発砲を始め大量殺戮を行った。インドネシ

ア軍は死亡者を19人と発表したが、独立派側の独自

の調査によれば、死者270人、行方不明者255人、負

傷者376人であり犠牲者のリストが公表された。死

者の大半は21歳以下の若者であった26）。

この事件に抗議して、米国はインドネシアへの軍

事協力の１つである国際軍事協力プログラムを停止

し、オランダ・デンマーク・カナダは新規援助を停

止した。国連では1992年２月、ブトロス・ガリ事務

総長がケニヤの検事総長アモス・ワコを特使として

派遣し、92年３月４日に人権委員会が東ティモール

の人権状況に関する議長声明を採択した。しかしイ

ンドネシアは合意した声明の内容をほとんど何も実

行しなかったため、93年にはより強い調子の決議が

採択された。その内容は、テーマ別の特別報告者や

作業グループの東ティモール派遣を求めるなど、イ

ンドネシアにとっては厳しいもので、賛成22、反対

12、棄権15で採択された。米国はオーストラリアと

ともに初めて賛成に回った27）。

これは、インドネシア外交に大きな打撃を与え、

94年にはインドネシアの態度がやや軟化したため、

再び議長声明の採択となった。以後、議長声明が続

いていたが、96年に独立派のベロ司教とラモス・ホ

ルタがノーベル平和賞を受賞した28）ことを契機に、

インドネシアの弾圧が強化されたことに応じて97年

に決議が採択されたものの、98年はまた議長声明に

戻った。これらの人権委員会の決議や議長声明は、

現地の人権状況の改善に直接寄与したとは言い難い

が、インドネシアに対する継続的な圧力となった29）。

東ティモール問題に関して重大な変化が起こるの



─ ─106

NUCB JOURNAL OF ECONOMICS
AND INFORMATION SCIENCE VOL. 48 NO. 1

は、1997年の後半になってオーストラリアが政策を

転換して東ティモールの自決権の実現に積極的とな

り、またインドネシアにおいて98年５月21にスハル

トが退陣してハビビが大統領に就任してからである。

通貨危機が97年７月にインドネシアに上陸した後、

経済は破綻状況にあり、ハビビ大統領は、経済立て

直しのため海外からの援助を必要としていたが、東

ティモール問題が足枷となっていた30）。

かくして1998年６月９日、ハビビ大統領は、イン

ドネシアに留まるという条件で、東ティモールに特

別な地位を与えると発言した。この‘特別州’の提

案は国際的にはあまり歓迎されなかったが、この提

案を受けて98年８月４～５日に国連本部で行われた

ポルトガル・インドネシア外相会談では、年内に何

らかの決着に至るために、事務レベル協議を行うこ

とに合意した。５日に出された両外相の共同コミュ

ニケによれば、両政府はそれぞれの立場を侵害する

ことなく、インドネシアが提案している「広範な自

治に基づいた特別な地位」についてマーカー特使の

もとでさらなる協議を行い、年内に結論を出すこと

を目指すことになった31）。

しかし次に行われた11月末の国連交渉は、現地で

11月になって治安が急激に悪化したこともあって、

何の合意も生み出さなかった。現地情勢の急激な悪

化に対応してポルトガルは12月２日、国連事務総長

に国連派遣団を現地に送るよう要請したが、これは

実現しなかった。12月19日にディリに到着したマー

カー特使は、各方面との面会を行ったが、実質的な

進展は見られず、国連を仲介とする交渉は行き詰

まった。一方、インドネシアに対する国際的圧力は

確実に強まっていた32）。

そうした状況のなかで1999年１月27日、ハビビ大

統領はついに、実質的に東ティモール人の自決権行

使を認める政策を公表する。これは、インドネシア

の一部としての東ティモールに自治を認めるという

提案を住民が受け入れなければ、東ティモールの分

離を国民協議会（国会に該当）に提案するというも

のである33）。

この独立を容認する政策の発表に対して、国連を

始め各国政府は、慎重にではあるが歓迎するとの声

明を発表した。この政策転換後、３月10～11日に開

催されたポルトガル・インドネシア間の外相会談に

おいてインドネシアは国連が実施する住民の直接投

票に同意するという、さらに大きな譲歩を見せた。

譲歩の理由は、インドネシアが望んでいるのは国際

的な非難が止むことであり、そのためには住民の意

思が正しく確認される方法で決着をつける以外あり

えなかったからだと思われる34）。

こうして、インドネシアにとどまって特別の自治

を付与されるという自治案に賛成か、反対かにつき

東ティモール住民が直接投票を行うことが決定され

た。ただ、インドネシアは‘住民投票（referendum）’

という用語を使用するのを拒否した。インドネシア

の立場は、これは住民の意思の確認であって、イン

ドネシアの国民協議会がその結果に基づいて「分離」

の決定を行うというものだからである。インドネシ

アにとっては1976年に統合された時点で既に東ティ

モール人は自決権を行使したのであって、今回の投

票が自決権の行使と解釈されるような枠組みは避け

たかった。

したがって、国連で合意された文書においては

‘直接投票（direct ballot）’による‘住民協議（popular

consultation）’という文言が使用されたが、一般に、

住民投票という用語が使われており、実際にはその

用語が意味している通りであった35）。

直接投票に関する合意に関して1999年４月22～

23日に行われたポルトガル・インドネシア間の最終

協議において細部が詰められた。投票を実施するの

が国連となることは確実で、ここから先はポルトガ

ルとインドネシアではなく、国連とインドネシアが

中心となり、東ティモール人も協議に参加して三者

間で交渉は進められた。できあがった合意文書は、

１直接投票による住民協議を国連に要請する基本協

定、２投票の手続きや有権者資格などを定めた直接

投票の方法に関する協定、３治安に関する協定、の

３つであった。

この治安に関する協定では、①治安の責任はイン

ドネシアがもつ。②平和安定委員会（４月21日にイ

ンドネシア主導で既に設置）は武装解除を達成する

ことを目的に、国連と協力して行動規則を作成す
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る。③国連事務総長は投票が実施可能かどうか事前

に確認する。④法と秩序の維持はインドネシア警察

のみの責任とし、国連文民警察官がインドネシア警

察に助言を行い、投票所からの投票用紙と投票箱の

移送警護を監督する、の４点が明記されただけで

あった36）。

この治安問題が国連の最大の関心事であり、また

インドネシアとの間で最も対立の大きかった点でも

ある。この時点で既に、インドネシアに治安をまか

せるという基本的な枠組そのものが非現実的である

という指摘がなされていた。しかしこの点について

強く主張し過ぎて協定そのものが成立しなくなるこ

とを懸念して、インドネシアに妥協した内容となっ

た。

この３つの合意文書に５月５日、ニューヨークの

国連本部でインドネシア・ポルトガル・国連の三者

が署名し、これらに加えて事務総長の‘治安に関す

る覚書’が発表された。そして７日、国連安保理は

これら協定を歓迎する決議1236を全会一致で採択し

た37）。

そして1999年６月11日に安保理は、住民の直接投

票の組織・運営を主要な任務とする国連東ティモー

ル派遣団（UNAMET, United Nations Mission in East

Timor）をその決議1246にもとづいて設置した。決

議採択に先立ち、５月後半にはUNAMETの先遣チー

ムが東ティモールでの業務を開始し、６月１日には

UNAMETの事務総長特別代イアン・マーティン（Ian

Martin）が到着し、６月４日国連旗がディリの

UNAMET本部にはためいた。

UNAMETは、政務・選挙・広報・管理（事務や

支援ユニット）・文民警察・軍事連絡の６つの部門

で構成された。本部はディリに置かれ、地方事務所

は８カ所設置された。東ティモール全土の200カ所

に設置された登録・投票所に、選挙管理官として400

人の国連ボランティアと275人の文民警察官が展開

し、他に50人の軍事連絡員など総勢1000人の国際ス

タッフが動員され、加えて現地スタッフ約4000人が

投票実施のために集められた。投票は東ティモール

だけでなくインドネシア、オーストラリア、欧州な

どでも行われることになった。

文民警察部の本部（ディリ）では30人弱で管理・

捜査・警察連絡・オペレーションセンターの４部門

を運営した。文民警察の任務は、投票箱と投票用紙

の移送の警護を監視し、インドネシア警察に助言す

ることであるとされた。具体的には、予測される統

合派民兵の違法行為の防止、また事件が起きた時に

はインドネシアの法律に則って捜査し、容疑者を捕

まえて処罰するよう助言する、などである。

軍事連絡員の任務は、インドネシア国軍との連絡

を維持することとされた38）。

UNAMETは有権者登録を６月22日に開始するこ

とになっていたが、準備の遅れと治安状況から、７

月13日へと延期された。その間にも６月29日には、

マリアナに設置された有権者登録所が統合派民兵の

激しい投石にあい、国連スタッフ１名が軽傷を負う

という事件が起こり、７月４日にはリキサの難民の

ために食糧などを運んでいた人道援助のためのコン

ボイ（車列）が統合派民兵に襲撃され、NGOスタッ

フ、なかでも運転手が重傷をおうという事件があっ

た。こうした治安状況から、マーティン事務総長特

別代表は登録開始のさらなる延期を勧告したが、国

連本部ではインドネシアがスケジュール通りに進行

することを強く求めていることに配慮し、アナン事

務総長は７月16日に登録を開始することを提案し

た39）。

統合派民兵による住民に対する暴力行為や脅迫は

続いていたが、登録所における作業そのものは殆ど

妨害されることなく終了した。登録は、８月４日ま

での予定を２日延長して６日まで行われた。22日間

１日も休むことなく続けられたことになる。その結

果、総登録者数は44万6666人となり、東ティモール

内で43万3576人、国外で１万3090人が登録したと

発表された。その後、さまざまなチェックを経て最

終的な有権者数は45万1792人となった40）。

５月協定においては、投票に際しては安全な環境

がなければならないとされており、国連事務総長は

そうした環境が存在するかどうか、投票を前に最終

的に判断する立場にあった。そのため UNAMETは

本部と地方事務所に政務官をおいて政治状況をモニ
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ターし、分析を行った。実際に現場からあがってく

る報告は、安全な環境は存在しないというものであ

り、UNAMETは国連本部に対して常にそう報告し

続けた。

したがって、投票日が最終的に８月30日に決めら

れたのは、それまでに安全な環境が整えられたから

ではなかく、それはインドネシア国民協議会をにら

んだぎりぎりのタイミングであった。UNAMETの

国連本部に対する最終勧告は投票の延期であったが、

いくら待ってもこれ以上、治安がよくなることはな

いし、インドネシアが投票の早い実施を迫っていた

ことから、見切り発車をしたのである41）。

また５月協定のうちの治安に関する協定では、平

和安定委員会が武装解除をすすめることになってい

た。しかし実際には武装解除はほとんど行われな

かった。同委員会はインドネシア政府関係者を多く

含み、国連を全く排除した構成をとっていたため、

統合派の立場で機能する機関にしかならなかった42）。

インドネシア軍の論理は、紛争当事者は東ティ

モール人の独立派と統合派であり、その各々の武装

組織であるファリンティル43）と民兵組織が同じレベ

ルで武装解除すべきだというものであった。一方、

ファリンティルの立場は、自分達が24年間闘ってき

た相手はインドネシア軍であり、民兵組織はインド

ネシア軍の単なる補助組織にすぎないと主張した。

国連としては、この両者の隔たりには介入せず、

原則的には当事者間の協議に任せるという立場を

とった。それは５月協定が武装解除の任務・権限を

国連にではなく平和安定委員会に与えていたからで

ある。UNAMETは同委員会の活動を側面から支援

するにとどまった44）。

治安状況に対する国際社会の懸念に対して、イン

ドネシアは警察官の増員で応えた。しかし、インド

ネシア警察の派遣部隊は、インドネシア軍なかでも

特殊部隊の隊員が警官服を着て混じっているとの情

報があった。機動部隊が民兵と一緒になって行動し

ているとの報告、あるいは民兵の暴力を軍・警察は

傍観しているといった訴えが頻繁にあり、軍・警察・

民兵の三者は、実際の作戦においては事実上、一体

のものとなっていたと考えられる45）。

インドネシア軍は内戦状況をつくり出して直接投

票を破綻に追い込むか、あるいは統合派を勝利に導

くためのあらゆる工作を行っていた。一方、インド

ネシア政府は速やかに住民投票を実施することを国

連に求め続けた。この点につきマーティン事務総長

特別代表も、国連への協力とサボタージュ、どちら

がインドネシア政府の本当の政策なのか、ほとんど

わからなかったと回顧している。

おそらく、直接投票を受け入れたハビビ政権の立

場は国連に伝えられた通りであっただろう。しかし、

インドネシア軍はそもそもそうしたハビビ主導の政

策転換を承服してはいなかった。一方、ハビビ政権

も軍の離反を知りながら、体面を保つため、そうし

た内部の不統一を表には出さなかった。東ティモー

ルの治安状況は、そうしたインドネシアの国家とし

ての内部分裂を反映していた46）。

国連は投票後にも予測される治安の悪化に対応す

るため、インドネシアと協議を重ねた。しかしイン

ドネシアは国民協議会が正式に東ティモールの分離

を決定するまで、インドネシアのみが現地の治安の

責任を有するという立場を堅持して一切、妥協しな

かった。国連は文民警察官と軍事連絡員の増員を計

画したが、安保理がそれを決定するためには、８月

27日の決議採択まで待たねばならなかった。した

がって、投票前に増員される見込みはなかった。ま

た、投票後、文民警察官と選挙管理官は200カ所の

投票所から直ちに引き揚げることになっていたため、

投票後、国際的なプレゼンスが一時空白になるとい

う事態は避けられなかった47）。

選挙キャンペーンの最後の日である８月26日は、

統合派のキャンペーンであったが、非常に暴力的な

様相を帯びた。ディリ市内では、統合派のキャン

ペーン・トラックに乗っていた民兵たちが発砲する

騒ぎが起こり、少なくとも６名の市民が死亡した。

証言者によれば、発砲した中には機動部隊もいたと

いうことである。この事件によってUNAMETのディ

リ選挙管理事務所は夜まで閉鎖され、市内は緊張に

つつまれた48）。



─ ─109

東ティモール問題と国連

８月30日の投票日には、７カ所の投票所で民兵に

よる脅迫のため一時的な投票の中断はあったものの、

投票率は98.6％となった。しかし、投票が終了した

あたりから、いくつかの投票所で民兵が投票箱の移

送を妨害するなど、治安は再び悪化し始めた。投票

所の東ティモール人スタッフが、投票箱を移送しよ

うとしたところを襲われ死亡するという事件や、同

じく投票箱の移送を警護していたアメリカ人文民警

察官が軍か警察（機動部隊）の発砲で腹部に銃弾を

受け、ダーウィンまで緊急輸送されるといった事件

がおきた。

住民のなかには投票後、インドネシア軍と民兵の

襲撃をおそれて、山地に避難する人たちも出始めた。

UNAMETは投票後も東ティモールに残ると言明し

ていたが、本部のあったディリはともかく、８つの

地方事務所は細々とそのプレゼンスを維持していた

に過ぎず、その他の地域からは国連スタッフは全員

引き揚げた49）。

第３節 治安の悪化と東ティモール国際軍

（INTERFET）

直接投票の開票結果は東ティモールと国連本部で

同時に発表された。ディリでは1999年９月４日午前

９時にマーティン特別代表がメディアに対して、

ニューヨーク（３日午後９時）ではアナン事務総長

が安保理に対して発表を行った。その内容は、投票

登録者451,792人でこれは住民協議のための適正な基

盤とみなされること、また自治案に賛成する票数が

94,388で21.5％、拒否する票数が344,580で78.5％を

占めること、したがって東ティモール人民の意思は

明確に自治案を拒否しており、圧倒的多数の東ティ

モール人が独立を望んでいることは明らかである、

というものであった50）。

10時にはハビビ大統領がテレビ演説を行い、東

ティモールの独立を意味する投票結果の受入れと、

治安維持に万全を期すよう軍司令官と警察長官に命

令したと述べた。しかし投票結果の発表直後から、

インドネシア軍に支持された統合派民兵が、組織的

に独立派住民や国連機関、救援団体、ジャーナリス

トへの襲撃、放火や破壊などの焦土作戦を全土にわ

たって展開することになる。例えば、大統領の演説

の２時間後には UNAMETの８カ所の地方事務所の

ほとんどを民兵が包囲し襲撃し始め、投票結果が公

表された４日中に独立派活動家、独立派とみられた

土地の有力者、国連に協力した東ティモール人、お

よび彼等の家族に対する殺害、レイプなどが行われ、

翌日の５日にはディリのカトリック教区事務所が、

６日にはベロ司教邸が襲撃された51）。また、スアイ

の教会での虐殺、マリアナの警察署での虐殺、オイ

クシでの虐殺など、全土で500～1500人と見積もら

れる人々が殺害された52）。

このように治安が急激に悪化する中、UNAMET本

部はディリで唯一安全な場所として、東ティモール

全土から国連スタッフが集められるとともに外国人

ジャーナリスト、投票監視員、ポルトガル政府派遣

団なども民兵に追われてやってきた。また、隣の学

校敷地には約2000人の難民が保護を求めて集まって

いたが、５日に起きた発砲騒ぎで彼等も UNAMET

本部になだれ込み、本部は深刻な食糧・水不足に

陥った。国連要員が港の倉庫に貯蔵してある食糧を

取りに出たが、民兵に銃撃され引き返すという状況

のなか UNAMETは６日、大部分のスタッフをオー

ストラリアのダーウィンへの移送を決断した53）。

こうした情勢に対応してインドネシア政府により

派遣されたアラタス外相とウィラント国軍司令官が

ディリ空港で５日にイアン・マーティン事務総長特

別代表と会談した。彼等は特別代表に、インドネシ

アの治安当局は民兵に対し暴力をやめさせようと説

得していること、またもし民兵に銃を向ければ戦闘

になると釈明した。しかしその説得が何の効果もあ

げていないことは明白であった54）。

治安に責任を負っているインドネシアが事態を収

拾できず、インドネシア国軍が果たす役割が明らか

になるにつれて、インドネシアに対する非難と国際

的な軍事介入を求める声は一層、大きくなった。も

ともと国連では、投票結果を受けてインドネシア国

民協議会が東ティモールの独立を承認した後に、平

和維持部隊の展開（第３段階）を計画していたので

あるが、ポルトガルは投票結果の発表前から、事態
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が悪化した場合には国際部隊の設置を迅速に行うこ

とを要求していた。一方、オーストラリアとニュー

ジーランドは国際部隊の東ティモール派遣を予想し

て準備を進め、派兵のため待機していた55）。

国連では安保理常任理事国のうち英国と米国が、

軍事介入について事務局と協議を行っていた。選択

肢の１つは、第３段階で計画されていた PKO部隊

の展開であるが、これには手続き上、数週間かかる。

たとえ平和維持軍の先遣隊が迅速に展開できたとし

ても、当初の任務は、平和維持ではなく平和強制と

なる。したがって唯一の実効的な手段は、安保理の

権威の下での、加盟国グループによる‘有志連合

coalition of the willing’すなわち多国籍軍の派遣であ

り、その後、事態が落ち着いてきたら平和維持軍を

展開する、という結論に至った56）。しかしインドネ

シアは、そうした国際部隊の受入れを一貫して拒否

してきたし、９月５日にオーストラリアのダウナー

外相が、インドネシアの同意に基づき、安保理の権

威の下に置かれる多国籍軍を主導する用意があると

公式に表明したときにも、これまで同様拒否した57）。

７日、ハビビ大統領は、東ティモールの治安回復

のためであるとして非常事態宣言を発令し、新たな

部隊投入を約束した。しかし、国連と米国、豪、

ニュージーランド、英国など主要関係国に加え、日

本などのアジア諸国までもインドネシア政府に対し

て国際部隊を受け入れるよう圧力をかけ続けた。例

えば、米国に続きニュージーランドもインドネシア

との軍事協力の停止を表明、EUは武器禁輸を決定

した。８日、世界銀行のウォルフェルソン総裁は資

金援助を継続するためには、インドネシアは東ティ

モールの秩序と平和を直ちに回復し、住民投票の結

果を尊重する必要があるとの書簡をハビビに送った。

また９月12日、ニュージーランドで開かれた APEC

（アジア太平洋経済協力会議）の閣僚会議では、特

別に東ティモール危機が議題とされ、暴力の阻止を

支援する国際的介入を支持するという意思が表明さ

れ、会議に欠席したハビビ大統領とアラタス外相に

伝えられた58）。

他方で、国連において国際部隊の派遣に向けて動

きが見られた。安保理は５理事国（ナミビア・マ

レーシア・オランダ・スロヴェニア・イギリス）の

代表から構成される調査団を９月８日から12日にか

けてジャカルタとディリに派遣した。この安保理派

遣団は、現地を視察するとともに、インドネシア政

府と５月５日協定の実施のための具体的手段を協議

した。国連本部では10日に事務総長が声明を行い、

オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンそ

してマレーシアが国際部隊に参加する意思を示して

いること、並びに、その申し出をインドネシア政府

が遅滞なく受け入れなければ、人道に対する罪に至

る責任から逃れられない、と述べた。翌11日には安

保理公式会合が招集され、例外的に50余カ国もの政

府代表者が参加して６時間にわたって東ティモール

問題を審議した。ほとんどの代表者が東ティモール

における暴力を強く非難し、多数の安保理理事国が

インドネシアによる国際部隊を受入れの必要性を強

く主張した。そのなかで中国とロシアは、国際部隊

の派遣にあたってインドネシアの同意と安保理の権

威が必要であることを強調した。他方で、非同盟諸

国のうち２、３カ国が、東ティモールにおける事態

よりも軍事介入の先例について懸念を表明し、また

治安を回復することができるというインドネシアの

主張を支持した。アジア諸国は、インドネシアの98

年の政変とその後のハビビ大統領のもとでの政治状

況を理解することが必要であると表明したが、韓国

とフィリピンはインドネシアが国際部隊派遣に同意

することを希望し、またそうした部隊への参加を表

明した。このように11日の安保理会合では、インド

ネシアの孤立が際立った59）。

そしてついにハビビ大統領は12日アナン事務総長

に電話をかけ、東ティモールにおける平和と安全を

回復するため国連の支援を要請する、すなわち国際

部隊の受け入れを認めると通告した。この後、直ち

に、多国籍軍設置に向けて具体的な詰めが行われる

のであるが、最大の問題は、インドネシアがオース

トラリアの主導に強く反対していたことである。豪

が多国籍軍の中核となる部隊を提供することになる

のは明らかであったが、インドネシアはアジア諸国

からできるだけ多数の部隊が参加し、司令官を

ASEANから出すことを望んでいた。アジア諸国も



─ ─111

東ティモール問題と国連

また、豪が中心的役割を果たすことに抵抗感を示し

たが、自らの派兵に必ずしも積極的であるとは言え

なかった60）。

オーストラリアとしては、派兵はインドネシアの

同意がある場合のみであることを一貫して表明する

一方、自国が多国籍軍を指揮すること、そして多国

籍軍が強力な権限をもつことがその参加の必須条件

であるとしていた。そして豪は授権されればすぐに

動く準備ができていた。他方、安保理では多国籍軍

ではなく平和強制部隊を派遣する可能性も提起され

たが、その場合には指揮権を国連がもつことになり、

オーストラリアの協力を期待できなくなる。した

がって最初は多国籍軍が入り、可能な限り早急に平

和維持部隊と入れ替わるということになった61）。

事務総長はインドネシアに対し、オーストラリア

に司令官の任命を要請していると伝え、安保理では

多国籍軍の設置に関する決議案作成に向け審議が行

われた。豪と米国は、憲章第７章の下での強制力を

持った部隊にするという立場を堅持していたが、イ

ンドネシアに友好的な諸国は当初これに反対し、第

６章の下での通常の PKO部隊にすることを主張し

た。しかし、インドネシアのアラタス外相自身が、

東ティモールにおける任務は PKOではなく平和強

制であるとして第７章のもとでの行動を認めた62）。

こうして安保理は９月15日、東ティモールの平和

と安全を回復するための多国籍軍、東ティモール国

際軍（INTERFET, International Force in East Timor）

を創設する決議1264を採択した。同決議の前文にお

いて安保理は「東ティモールにおいて組織的・広範

かつ非道に、国際人道法と人権法が侵害されている

ことを指摘する報告書に懸念を表明し、また、そう

した侵害を犯す人々は、個人として責任を負うもの

であることを強調」し、「東ティモールにおける現

在の事態を平和と安全への脅威であると決定」し、

憲章第７章の下で行動すると述べ、主文において次

の３つの任務をもつ、統一された指揮の下での多国

籍軍の設置を容認した（第３項）。その任務とは、東

ティモールにおける平和と安全を回復し、任務を遂

行する UNAMETを保護し支援し、そして、可能な

範囲での人道援助活動を促進することである。そし

て、多国籍軍に参加する諸国は、これらの任務を達

成するため必要な全ての措置をとることを容認され

た。続く第４項において安保理は、多国籍軍が任務

を実施するにあたり全面的に同軍と協力するという

インドネシア政府の誓約を歓迎し、多国籍軍とイン

ドネシア政府との緊密な協力を期待する、とし

た63）。

次に、この決議に基づく多国籍軍の派遣とその活

動状況を見ていきたい。

多国籍軍の司令官にはオーストラリアのコスグ

ローブ少将、副司令官にはタイのソンキッティ少将

が任命された。豪は UNAMETを東ティモールから

脱出させ、また多国籍軍を上陸させるため、その部

隊を決議採択に先立って９月８日、公式に警戒態勢

に置いた。多国籍軍の主要な要員がダーウィンに集

結し、９月19日にはコスグローブ司令官は、副司令

官および各国部隊長やマーティン事務総長特別代表

とともにディリへ飛び、インドネシア国軍（TNI）の

撤退と多国籍軍による交替の日程をインドネシア軍

司令官と協議した。コスグローブ司令官は、多国籍

軍に対し攻撃してくる恐れのある統合派民兵につい

て「彼らが多国籍軍の任務を理解してくれることを

望む」としながらも「暴力を持ち込む者は誰であっ

ても断固とした措置をとる」と語った64）。

そして９月20日早朝から多国籍軍の第１陣が豪北

部のダーウィンやクインズランド州のタウンズビル

の基地などから空路で出発、同日朝、続々と東ティ

モールのディリに到着した。豪軍を中心に英国、

ニュージーランド、タイの各国部隊から成り、同夕

までに総勢約2500人にのぼった。派遣は「安定化作

戦（Operation Stabilize）」と名付けられた。

多国籍軍の派遣に対抗して19日、東ティモールの

統合派指導者は西部バリボで数百人規模の集会を開

き、新しく‘民族統一戦線’を結成した。これは統

合派の政治社会組織や武装組織をすべて統一する形

の新組織であるとされ、同組織は東ティモールの２

分割案を主張し、武装解除に抵抗する姿勢を見せて

いる。２分割案とは、西ティモールと境界を接する

ボボナロ・コバリマの２県と飛び地オイクシ県の３

県が東ティモールから分離してインドネシアと統合
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するというもので、議長に就任したソアレス氏は

「東ティモールを新植民地主義の抑圧から解放し、イ

ンドネシア共和国の統一を守る」と述べた。また指

導者の１人であるグテレス氏は「多国籍軍が我々を

追い払おうと考えるのは大きな間違いだ」と述べ、

２分割案を多国籍軍が受け入れるよう主張した65）。

21日、多国籍軍は統合派民兵12～15人を逮捕し

武器を押収して活動を開始した。コスグローブ司令

官は、同日、多国籍軍が東ティモール全域に展開し

て治安を掌握するのには、数週間かかるという見通

しを述べた。他方ディリでは21日、ファイナンシャ

ル・タイムズ紙のオランダ人記者が殺害された。他

にも外国人記者が襲われる事件が起きており、報道

陣の再脱出も始まった。

23日には、本格的な発砲事件が起きるなど治安状

況が悪化、再び緊張が高まり始めた。現地からの情

報によると同日昼ころ、ディリ港や多国籍軍司令部

の近辺で威嚇と見られる発砲が多数あり、同軍兵士

は自動小銃を構えて周辺に散り、応戦態勢をとるな

ど、一時は市街戦の様相を呈した。多国籍軍展開後、

初めての本格的な発砲であったが、負傷者は出な

かった。

同日、インドネシアにより戒厳令は解除され、国

軍は既に治安に責任を負う立場ではなくなった。多

国籍軍の活動は正念場を迎えた。

多国籍軍は民兵を拘束したり、民兵組織の本部か

ら大量の自家製銃を押収するなどの活動を進めてお

り、追い詰められた民兵が反撃に出るのではないか

との噂が流れている。コスグローブ司令官が記者会

見で、民兵たちが西ティモールから境界を越えて、

再び東ティモールに入り込もうとしているとの情報

があると述べた。西ティモールに多数の民兵が集結

しているとの情報もある。多国籍軍は東ティモール

以外では活動できないため、アタンブアなど西ティ

モール側の境界地域が民兵の出撃基地と化していた。

ディリでは山間部からの避難民が戻り始めたところ

であり、民兵やインドネシア国軍を離脱した東ティ

モール出身兵らが反攻に出れば、流血の事態に発展

する懸念がある66）。

24日に多国籍軍は、騒乱の責任者とみられる統合

派民兵の幹部らをディリで逮捕したと発表した。多

国籍軍は各地に潜伏している民兵の逮捕を集中的に

行う予定である。また、UNAMETのウィムハース

ト報道官によると、多国籍軍機が西部地域を偵察し

たところ、民兵の放火によるとみられる火災でマリ

アナ、スアイ、アイナロで建物がほぼ焼失していた。

アイナロではまだ数軒の家屋が燃えていた。

UNAMETの偵察では、西部の各都市に住民がいる

様子はなかった。民兵が住民虐待の証拠隠滅のため

破壊活動を続けているという見方も出ている。

同24日の民兵の取り締まりは、港に近い廃屋を対

象に行われ、オーストラリア軍兵士が捜索し、民兵

組織アイタラクの小隊長格の幹部の他、数人を銃の

不法所持などで逮捕した。鞄に入った現金なども押

収した。コスグローブ司令官は同日、豪の公共ラジ

オ放送に対して「ディリも完全に掌握できていない。

民兵は依然、自由に武器を持っている」と語った67）。

東ティモールにおける治安上の責任が27日にイン

ドネシア国軍から多国籍軍に移行することに関連し

て、26日コスグローブ司令官は、東ティモール駐留

のインドネシア国軍兵士はこれまでに15,000人から

順次撤退し、一両日中に1,500人規模になると語っ

た。司令官の発言はオーストラリアの民間テレビの

インタビューに答えたもので、国軍兵士の撤退に合

わせて「統合派民兵はこれで後ろ楯を失う。民兵が

武器を捨てて、話し合いの場に出てくれば、和平に

早期の展望が開かれる」とした。

しかし、UNAMETの報道官は、国軍兵士は撤退

に合わせて施設を燃やしていると指摘、「国軍は組

織的な破壊工作を行っている」と批判した。ディリ

市内ではまだ公共施設の破壊が見られ、インドネシ

ア警察や教育文化関係の役所の建物が火をつけられ、

炎上したという。またディリ郊外では25日、住民２

人の他殺体が発見された。統合派民兵の犯行ではな

いかと見られ、UNAMETが調査を開始した68）。

多国籍軍が展開を始めてから27日で１週間がたっ

た。恐怖と破壊の日々を過ごしてきた住民に多国籍

軍は歓呼の声で迎えられ、無政府状態だった東ティ

モールに少しずつ秩序が戻り始めたかに見える。イ

ンドネシア国軍はこの日、治安の権限を多国籍軍に
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移譲したと発表した。これからは統合派民兵が支配

する西部地域にも多国籍軍が直接進駐していくこと

になり、武力衝突が心配される。例えば27日に、ディ

リから約30km西にある民兵の拠点の１つ、リキサ

に多国籍軍は進駐した。150人の部隊がヘリコプター

と装甲車で町に入った。約30人の民兵がいるとの情

報があったが、部隊が入ったときは逃げた後だった

という。ディリ以外への進出は東部のバウカウに続

いて２カ所目となる。

統合派民兵は、西ティモールのアタンブア（東

ティモールとの境界に近い）に集結し、多国籍軍と

の戦闘も辞さない構えだ。コスグローブ司令官は26

日、統合派民兵に対して武装解除を要求するととも

に、対話を呼びかけたが、統合派幹部のタバレス氏

は「多国籍軍は独立派住民の通報で、統合派民兵を

見つけて理由もなく逮捕している」「非中立的な行

動は UNAMETと変わらない」と反発している69）。

多国籍軍の兵力は９月27日現在、豪、ニュージー

ランド、英国、フィリピン、タイの５カ国の約4,000

人で、11月初めまでには7,500人に達する。豪国防

省のローソン報道官は「すべて計画通り。順調だ」

と言う。しかし実際にはまだ一部の町という点を押

さえているに過ぎない。

一方、主力となる豪に対してアジア諸国からの反

発も出ている。豪軍兵士が統合派民兵の頭に自動小

銃を突きつける映像がテレビで流れた。これを見た

タイ国防省幹部は「ショックだ。緊張を和らげるた

めに出動するのだ。豪軍のやりかたは攻撃的だ」と

語ったという。タイは多国籍軍の副司令官を出して

いる。だが国内では、派遣によってインドネシアと

の友好関係にひびが入るのではとの懸念も経済界を

中心に強い。また、豪のハワード首相がアジア・太

平洋地域の平和維持に、米国の代理として豪が指導

力を発揮すると述べた「世界の警察官の代理」発言

もアジア諸国を刺激した。同首相は27日、「地域の

問題は地域で対処すべきだというのが真意だ」と弁

明したが、マレーシアの政治家や新聞からは「白人

優先の差別的発言だ」との反発が出ている。ジャカ

ルタでも多国籍軍の「民兵狩り」をやりすぎだと批

判する声が高まっている。インドネシア国家人権委

員会のダルマン委員長は「こうした方法は新たな問

題を生み出すだろう。多国籍軍は東ティモールを戦

場にしたいのか」と警告する70）。

日本政府は東ティモール問題への貢献策として、

９月16日に多国籍軍への資金拠出を表明していた

が、２週間近く過ぎた28日になっても未だに拠出額

が決まっていない。日本が出す資金は、多国籍軍に

参加する意思はあっても財政的に厳しいアジアの途

上国などを支援することを目的としている。しかし

「国連から多国籍軍の全体象が示されなければ額は

決められない」とする日本と、「額が決まれば参加

する」というアジア諸国との間で議論がすれ違って

いる。

日本政府としては、東ティモールにおける治安回

復を効果的に進めるには多国籍軍へのアジアからの

参加が不可欠であり、その呼び水にするため、額が

決まらない段階であえて拠出を決定した（外務省幹

部）という。多国籍軍を主導するオーストラリアに

インドネシアなどから反発も出ているため、アジア

からの早急な参加が望まれ、オーストラリア政府は

日本側に拠出額を早く決めるよう促している。

多国籍軍の活動経費は参加各国の自己負担が原則

であるが、自費での参加が難しい国のために国連に

信託基金が設けられる。そこに日本が資金を拠出す

る仕組みだが、政府は「多国籍軍の全体の構成や経

費などが国連から示されたら額を決めたい」という

立場だ。国連側からの全体象の提示が遅れているの

は、多国籍軍の駐留期間が読み切れないことや、ア

ジアから参加する国の意思や能力を見極めるのに時

間がかかっているためとみられる。とはいえ、信託

基金の大半を日本が負担する見通しであることから、

日本の拠出額が決まらなければアジア各国の参加が

遅れ、東ティモールの治安回復に影響を与えかねな

い71）。

10月５日未明、西ティモールの境界まで５ kmの

東ティモール・バリボ地区にある多国籍軍の前線基

地近くで、軍服を着て自動小銃を持った兵士が偵察

活動をしているのが目撃された。多国籍軍の監視装

置でわかったもので、多国籍軍は「兵士の装備など

から見て、西ティモールから越境して来たインドネ
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シア国軍兵士である可能性が大きい」としている。

兵士は２人確認されたが、４、５人で活動していた

とみられる。防弾チョッキを着ており正規軍の服装

だったという。多国籍軍はパトロールを強化してい

るが、インドネシアが東ティモールの主権を依然と

して保持していると主張していることを考慮して、

それ以上の軍事行動はとらないとしている。

また４日午後、西ティモール・アタンブアの避難

民収容所から逃げてきた男性（22歳）がバリボ近く

で多国籍軍に保護された。生き延びるために民兵の

一員になっていたといい、「民兵が攻撃する計画を

多国籍軍に伝えるため」逃げてきた、という。ディ

リの多国籍軍本部で事情を聞かれている。

バリボの前線本部近くの丘には、多国籍軍の塹壕

が掘られ、西ティモール方面を監視している。５日

には塹壕に積み上げる土嚢をつくる作業が行われ、

静かな中にも緊迫した雰囲気が漂っていた72）。

10月17日、多国籍軍の出動から間もなく１カ月に

なるが、軍幹部は「順調に作戦が展開されている」

と評価している。多国籍軍は民兵との衝突を警戒し

て西ティモールの境界沿いの西部地域に兵力の半数

を配置している。兵力は豪軍の4,800人を主体に6,000

人となった。約3,000人が西部で活動している。西部

地域に配置されている兵士は豪軍が中心で、比較的

治安が安定している東部にはフィリピン、タイ、韓

国の兵士が配置されている。

多国籍軍と民兵との銃撃戦は16日にも西部であ

り、民兵３人が死亡した。多国籍軍の広報担当ケ

リー大佐は「西部での治安維持に重点を置いて、早

急に全土での市民生活の正常化を実現したい」と話

している。

市民生活は次第に正常に戻りつつある。ディリ市

内ではマーケットが再開され、野菜、果物、衣類、

雑貨などを売る露店が百軒ほど出ている。しかし、

商品の多くは以前より３倍から４倍も高くなってい

る。輸送トラックが少なく、運賃が上がったためだ

という。

緊急援助物資は、国連の関係機関や非政府組織

（NGO）が配布している。マウンテン国連調整官に

よると、７つの国連機関から100人が派遣され、30

のNGOメンバー250人が地元民の臨時職員200人の

協力で活動している。破壊された自宅を離れて山な

どに逃げた住民はまだ40万人おり、10月末からの雨

期を前に住宅の再建が急務となっている。トタンや

木材、セメントなどの建設資材が必要で、マウンテ

ン氏は「日本政府など各国の一層の援助を期待する」

と語った73）。

他方で、治安状況の好転を受けて同10月25日、国

連安保理は東ティモールの独立を支援する PKO、国

連東ティモール暫定的統治機構（UNTAET, United

Nations Transitional Administration in East Timor）の設

置決議を採択した。UNTAETでは、その非軍事部門

が行政、立法、司法の３権を行使してゼロからの国

造りに取組み、軍事部門である平和維持軍は任務遂

行の妨害に対して武力を使用する権限をもつことに

なる。事務総長が UNTAETをできるだけ早急に設置

し、多国籍軍の任務を引き継ぐ、と記者会見で述べ

た74）。

10月30日にはインドネシア国軍は撤退を完了し

た。11月２日にはダウナー豪外相が、平和と安全が

回復していることから、UNTAETへの交代が円滑に

行われるだろうと述べ、交代の時期について2000年

１月中旬から２月初めを目標とすること、また約

9,000人の多国籍軍のうち5,000人を占める豪軍を、

多国籍軍とほぼ同規模となるUNTAETの平和維持軍

では約1,700人に縮小する方針を明らかにした75）。

しかし11月５日には UNHCR（国連難民高等弁務

官事務所）が、西ティモールでは民兵たちが UNHCR

職員や帰還しようとする難民を脅し続けている、と

警鐘を発した。この問題に関連して、11月22日、多

国籍軍とインドネシア国軍は、西ティモールからの

東ティモール難民帰還を促進するための合意に署名

し、翌2000年１月には多国籍軍・UNTAET・インド

ネシア国軍の三者間で、東西ティモールの境界地点

での協力の拡大に関する合意覚書が署名され、三者

は、難民帰還を促進するため11カ所の境界地点に検

問所を設置することに合意した76）。

11月17日までに多国籍軍は、独立に反対する民兵

集団が起こした騒乱で殺害されたと見られる複数の
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遺体が残された場所を全部で数十カ所発見した。人

道に対する罪を究明するため国連が設置した国際調

査委員会は、週末にも現地入りして10日間にわたる

調査を行う。その証拠集めでは、多国籍軍が現場保

存している複数の遺体の発見場所がカギを握る77）。

2000年１月18日・19日になっても多国籍軍と、西

ティモールから東ティモールのオイクシに入った武

装民兵が衝突するという事件が発生したが、概して

治安状況は落ち着いてきた。２月１日に多国籍軍は、

東部区域の指揮権をUNTAET司令官に正式に譲渡し

たことを皮切りにUNTAETへの平和維持権限の移譲

を開始、14日には、中央地区、15日オイクシ、21日

に西部地区の管轄権が UNTAETへ移り、23日には

軍事指揮権が多国籍軍からUNTAETに正式に移譲さ

れることになり、ディリで記念式典が行われた。こ

れをもって多国籍軍の任務は終了した78）。

なお、INTERFETの兵力は最大時に22カ国からの

約10,000人であった。そのうち4,500人の兵力を擁す

るオーストラリアが、作戦の成功に支配的な役割を

果たしたが、重要な戦力がニュージーランド、カナ

ダ、英国、イタリアから提供された。韓国と ASEAN

諸国（タイ、マレーシア、フィリピン）からは2,000

人までで、そのうちタイは1,600人の部隊を展開し

た。米国は重要な後方支援を行いオーストラリア軍

の迅速な展開を支援したが、歩兵部隊の派遣は行わ

なかった79）。

ところでインドネシア政府は、国連の取組みにど

のように対応しただろうか。

1999年９月28日、インドネシアはポルトガルと国

連との三者協議で、東ティモールは依然として法的

にはインドネシアの支配下にあるとしながらも、国

連が事実上、権力を行使して同地域で生じている権

力の空白を埋めることに同意し、以後、インドネシ

ア軍もこれといって抵抗する構えを見せなかった80）。

インドネシアは５月５日協定に従って特別の自治

が拒否される場合には、国民協議会が東ティモール

の分離手続きを行うことになっていた。６月の総選

挙で選ばれた新しい国民協議会は、様々な議論を経

たのちに、東ティモール併合を承認した76年の国民

協議会決定を無効にする決議を1999年10月20日、採

択した。これによってインドネシアは東ティモール

を手放したことになる。この決定は、住民投票の結

果は東ティモール人が75年のバリボ宣言（統合宣言）

に対する態度を変えたことを意味するという認識に

基づき、併合そのものは合法的だったとの立場を維

持していた81）。

以上のように、当初、多国籍軍の活動にはインド

ネシア国軍と民兵の活動により危険が伴い犠牲者が

でると予測されていた。実際、統合派民兵は多国籍

軍に対し敵対的な姿勢を表明していたし、インドネ

シア政府は多国籍軍の展開に同意していたものの、

国軍が安保理決議に従って多国籍軍と協力するとい

う確証はなかった。国軍の東ティモールへの関わり

が非常に深く、1975年以降の東ティモールの独立派

ゲリラとの戦闘で２万人の兵士が死亡したと見積も

られ、さらに当時の国軍兵士の多数が東ティモール

人であるという事実からも、同軍の対応は予測でき

ないと見られていた82）。

実際には、インドネシア国軍は多国籍軍に抵抗せ

ず、国連との合意通り撤退したが、撤退の過程で国

軍の中の不満分子と統合派民兵は事件をおこし続け

た。全般的に見て、多国籍軍と民兵との間での銃撃

戦は散発的なものであり、大規模な衝突はなく、多

国籍軍は全土を制圧したといえる。

おわりに

以上見てきたように国連は特に1999年以降、東

ティモールの独立へ向けて大きく関わってきた。東

ティモールは1975年12月のインドネシアによる軍事

侵攻とその後の併合により、事実上その支配下に置

かれてきたため、国連における東ティモール問題は

当初、主に自決権の問題として扱われた。しかし、

80年代には自決権行使の実現に向けての動きが見ら

れないため、主に人権問題として人権委員会でク

ローズアップされ、90年代末になってインドネシア

の姿勢が変化し、人権問題としてだけではなく再び

自決権の問題として注目されることになった。
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総会と安保理はその決議において、東ティモール

を施政国ポルトガルのもとでの非自治地域と位置付

け、東ティモール人民の自決権を認め、インドネシ

ア軍の撤退を要求している。ICJは東ティモール事

件の管轄権判決（1995年６月）において管轄権を否

定しつつ、東ティモールは非自治地域でありその住

民は自決権を有するとした。しかしインドネシアは

これら国連の諸文書に応じなかった。

インドネシアの立場は、当初から一貫している。

それは、東ティモール人は1976年に既に自決権を行

使してインドネシアに統合されたのであり、99年８

月の直接投票は、インドネシア政府がインドネシア

の一部である東ティモールに対する特別の自治付与

案について住民の意思を確認するものであり、その

結果に応じて国民協議会が分離の決定を行ったとい

うものである。

国連の立場としては、東ティモールはポルトガル

を施政国とする非自治地域であり、諸文書のなかで

東ティモールが非自治地域であることに言及してい

るが、国連は、今回の独立の過程においてインドネ

シアの立場にはあえて触れないという対応をしてい

る。例えば国連の下で直接投票の実施のために締結

された３つの協定について、その実際的必要から、

国連は主にインドネシアと交渉し、枠組となる協定

にはインドネシア政府とポルトガル政府が当事者と

して調印し、具体的実施に対する協定についてはポ

ルトガルとインドネシア、国連事務総長が当事者と

なる形をとった。また、UNAMETを設置する決議

では「東ティモール人民が、インドネシア共和国の

一部としての東ティモールに特別の自治を提供する

憲法上の枠組を受け入れるか、それとも、提案され

ている特別の自治を拒否する（それはインドネシア

からの東ティモールの分離に至る）かどうかを確認

するため」UNAMETを設置することを決定する、と

規定している（決議1256主文第１項）。

このように東ティモールを自国領域の一部である

とするインドネシアの主張については、国連として

は何ら評価を下さないまま決議文に掲載することに

より、インドネシアを交渉の場に留めて国連は、東

ティモール住民の直接選挙を実施することができた。

この選挙は実質的に、インドネシアに残留するか独

立するかを問うものであって、東ティモール人の自

決権行使を認めるものであると言える。もし、国連

が、この選挙に関するインドネシアの立場を非難す

れば、インドネシアは今回の直接投票に応じなかっ

た可能性が強い。こうした国連外交は評価できる。

また、選挙そのものについては、治安の悪化のた

め有権者登録の終了と投票日が当初の予定日より延

期されたものの有権者登録数は約45万人、投票率は

98.6％であった。その意味では、投票は成功であっ

たと言える。

他方で、東ティモールにおける治安の維持につい

ては、疑問が残る。この点についてまず、武装解除

の任務を与えられた平和安定委員会について。この

委員会は、インドネシア国軍のイニシアティブによ

り設置されたため、政府関係者を多く含み、国連を

全く排除した構成をとっていた。治安を維持する上

で武装解除は決定的に重要であるにもかかわらず、

国連は同委員会の構成を追認する形となり、予想通

りこの委員会は武装解除をほとんど行わなかった。

次に、治安が悪化していたにもかかわらず、投票

が実施されたことについて。直接投票が公表された

1999年１月以降、基本的に東ティモールでは治安が

悪く、UNAMETが活動を開始してから投票直前に

おいても同様である。例えば６月29日にマリアナで

UNAMETの地方事務所が襲われ、７月４日にはリ

キサで国連の車を含むボランティアの車列が襲撃さ

れ、８月26日の投票キャンペーン最終日にはディリ

市内で統合派が騒乱を起こして、独立派の中心的組

織である CNRT（ティモール民族抵抗評議会）の事

務所が完全に破壊され、近くの独立派の村では統合

派の銃撃により独立派住民が死亡するという事件が

発生している83）。また投票後にも混乱が十分に予測

されていた。

投票は、UNAMETの選挙管理委員会の現地の治

安状況の報告に基づいて、事務総長が「治安は安定

しており、公平な選挙ができる」と判断した後に行

われることになっていた。現実には、同委員会は、

治安が悪化していると国連本部に報告し続けたが、

これ以上待っても治安の回復が望めず、他方でイン
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ドネシア政府は投票の早期実施を希望していた。し

たがって事務総長は、投票そのものが実施できなく

なる恐れから、治安上の懸念はあったにもかかわら

ず、８月30日に投票実施を決定した。

第３に、治安の維持において最大の問題は、９月

４日の投票結果の発表以降、統合派民兵が組織的に

行った焦土作戦である。2000年１月31日の国連人権

委員会における報告書によれば、民兵はインドネシ

ア国軍により徴兵され、装備を与えられて訓練され、

指揮下におかれ、また時にはインドネシア国軍自ら

暴力行為に参加した。そして同報告書は、直接投票

の前後に行われた脅迫、テロ行為、殺害その他の暴

力行為について、最終的にインドネシア国軍に責任

があるとしている。

５月５日協定では、治安の責任はインドネシアの

適切な当局、警察にあるとされた（５月５日協定の

いわゆる治安に関する協定第４条）。しかし、協定

調印の時点で民兵と国軍の関係が明確にされていな

かったとしても、民兵が設立された段階から国軍の

関与は疑われていた。したがって、民兵の活動をイ

ンドネシア警察が制御するのは困難であり、東ティ

モール全体の治安責任を警察に負わせることは不可

能であったと考えられる84）。

このようにインドネシア国軍が治安維持の鍵を

握っていたのであるが、インドネシア政府は国軍を

掌握しておらず、国軍は政府の指示に従わなかった。

こういったインドネシアの国内情勢を考慮に入れれ

ば、５月５日協定の当事者としてインドネシア国軍

を含めるべきであった。

さらに言えば、５月５日の協定の時点でも既に、

治安の責任を警察であれ国軍であれインドネシアに

任せること自体、非現実的であると見られていた。

東ティモールの治安を維持するためには、９月15日

決議に基づき派遣されたような多国籍軍による行動

が必要であった。しかしインドネシア政府は平和維

持軍の受け入れも拒否していたし、オーストラリア

もインドネシア政府の同意なしには派兵するつもり

はなかった。

５月５日協定の調印に至るインドネシアと国連の

交渉過程をたどってみれば85）、治安の維持の責任を

「インドネシアの適切な当局、警察に」負わせると

いう選択しか残されていなかったように思える。し

かし、次善策として先述のように５月５日協定の当

事者としてインドネシア国軍を含めることは可能で

あったのではないか。また、直接投票の時期を８月

30日より延ばすことができなかったにしても、

UNAMETの活動開始以降の民兵とインドネシア国

軍の行動の事実をインドネシア政府につきつけて、

同政府から治安に関するさらなる妥協を引出して投

票に備えることもできたのではないかと考えられる。
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モールの多国籍軍展開１週間」

70）同上。

71）同上、1999年９月29日「アジア諸国と日本、議論にズレ

東ティモール多国籍軍支援」

72）同上、1999年10月6日「国軍兵士が基地偵察？ 多国籍

軍が目撃」

73）同上、1999年10月18日「雨期前、住宅に不安 東ティ

モール、多国籍軍展開から１カ月」

74）UNTAETでは8,950人の平和維持軍と200人の軍事監視要
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員、および地元警察の訓練も兼ねる1640人の文民警察が治

安を守り、中央と13の地方区の行政組織、司法機関を構築

していく。また、国連は電力や水道、ガス、通信施設など

インフラ整備の指導員を各国に求め、医療や教育の設備と

人材の育成にも取組む（UNDocument, S/RES/1272（1999）,

25 October 1999；『朝日新聞』1999年11月４日「国連、初

の国造りへ 東ティモール PKOで行政・立法・司法掌握」）。

75）同上、1999年11月４日「東ティモール多国籍軍の PKFへ

の交代、目標１～２月 豪外相表明」

76）http://www.unic.or.jp/recent/timor99.htm（国連広報センター

のホームページ：最近の主な動き──東ティモール1999年、

2000年）

77）『朝日新聞』1999年11月18日「数十カ所に複数の遺体

東ティモール多国籍軍発見」

78）同上、2000年２月24日「多国籍軍が任務を終了 東ティ

モール」

79）Wheeler, N. J. and Dunne, T., op. cit., p. 823；Cahin, Gerard,

‘L’action internationale au Timor Oriental’, Annuaire français de

droit international, XLVI, 2000, p. 151.

80）Martin, op. cit., p. 115；松野、 前掲書、 246頁。

81）松野、同上。

82）Wheeler, N. j. and Dunne, T., op. cit., p. 823.

83）http://www.unic.or.jp/recent/timor99.htm（国連広報センター

のホームページ：最近の主な動き──東ティモール1999年）

84）折田・堀江、前掲対談、44頁。

85）1991年１月から５月協定までの東ティモールをめぐる国

連やインドネシアなど関係の動きは次の通りである。

1999年１月に入ってから民兵による襲撃、殺害事件が頻

発し、東ティモールでは国連平和維持軍の派遣を求める声

が高まっていた。２月に現地を訪問した国連政務局のタム

ラト・サムエルは、教会、軍、警察、行政、政治組織を包

摂した平和委員会のような、何らかの現地の紛争管理機構

が必要だと主張し、３月に現地を訪問したマーカー特別代

表は、平和委員会構想に加えて、インドネシア軍の完全な

中立維持と兵力削減、準軍組織と民兵の武装解除、独立派

を代表するCNRTの武装組織ファリンティルの活動制限な

どを提案した。

４月の最終交渉では、こうした内部の提案を受けて国連

は、治安に関して軍と警察の中立性の他に、①インドネシ

ア軍は住民協議のキャンペーンが始まる前に準軍組織と民

兵を解散する、②登録開始前にインドネシアは駐留軍を削

減し、投票の１月前インドネシア軍は指定された地域に隔

離される、③投票の１月前にファリンティルは指定された

地域に隔離される、④国連派遣の文民警察がインドネシア

警察に助言を行い、投票箱の警護を監督する、などの案を

提示した。

しかしインドネシアのアラタス外相はこれらのいずれを

も合意文書に明記するのを拒否した。結局、５月５日協定

で合意されたのは本稿第２節で紹介したような内容の治安

に関する協定である。

同協定の治安責任をインドネシアに負わせるという点に

ついて、２月の段階で、オーストラリアとアメリカでは、

多少意見の食い違いが見られた。オーストラリアは軍事的

な関与は避けたいと考えていたが、一方アメリカは、平和

維持活動はいずれ避け難いだろうとの考えを出していた。

しかし４月の時点ではオーストラリア、アメリカ両政府と

もに、治安について強く押し過ぎて合意を破綻させること

のないよう、マーカー特使に求めていた。

しかし、この協定だけではあまりに弱いとの不安が国連

事務局にはあり、アナン事務総長はインドネシアの満たす

べき要件について、ハビビ大統領に事務総長の書簡として

要請することにした。しかし大統領は書簡の受け取りを拒

否したため、事務総長の覚書という形式で協定の発表の際

に公表することになった。その覚書は、①武装民間人の厳

格な管理、②暴力を使用、扇動した者の速やかな逮捕・起

訴、③武装してのデモの禁止、④インドネシア軍の移転、⑤

武装グループの武装解除などを内容としていた（松野、前

掲書、226–228頁からほぼ引用）。
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東ティモール・インドネシア地図

注：東ヌサテンガラ州は、フローレス島、エンデ島、西ティモールなどインドネシア東部の島々からなる州。

青山有香『ナロマン──東ティモールの正義・和解・そして未来』（かもがわ出版、2003年）より引用。
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